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炭

砿

と

用

水

三

宅

義

男

一
、

ま

え

が
き

炭
砿
の
開
発
に
伴

っ
て
必
要
欠
か
せ
な

い
も
の
の

一
つ
に
水
が
あ
っ
た
。
こ
こ

で
水
と

い
う
の
は
、
鉱
業
用
と
飲
料
用
に
使
用
す
る
水
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
水
の
確
保
に
は
、
昔
か
ら
色
い
う
な
方
法
が
構
ぜ
ら
れ
、
ま
た
そ
れ
に
は

種
種
困
難
も
あ

っ
た
。

炭
砿
が
拡
大
さ
れ
る
に
伴

っ
て
、
使
用
水
量
も
逐
次
増
加
し
、
水
源
の
確
保
と

施
設

の
整
備
が
進
み
、
取
水
す
る
地
元
と

の
関
係
は
次
第
に
深
く
な
り
、
炭
砿
と

地
元
の
約
定

が
結
ば
れ
た
。

そ
う
し
た
地
元
と
炭
砿
の
関
係
な
ど
に
つ

い
て
、
そ
の
事
例
を
拾

っ
て
み
る

}

方
炭
砿
の
給
水
状
況
が
ど
ん
な
も
の
で
あ

っ
た
か
を
追

っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

二
、
水
源
の
確
保
と
地
元
と
の
関
係

開
坑
当
時
、
と
い

っ
て
も
明
治
年
間
か
ら
大
正
初
年
頃
ま
で
は
概
ね
炭
坑
近
く

を
流
れ
る
小
川
や
溜
池
か
ら
小
型
の
ポ
ン
プ

で
揚
水
し
て
い
た
と
聞

い
て
い
る
。

ま
た
小
炭
山
で
は
坑
内
水
を
雑
用
水
に
使

用
し
て
い
た
の
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。

当
初
炭
坑
の
施
設
で
は
、
先
ず
蒸
気
動

力
に
必
要
な
汽
缶

用
の
水
、
各
機
械
の

冷
や
し
水
、
等
を
必
要
と
し
た
が
、

の
ち
に
は
撰
炭
機
の
水
洗
や
変
電
所
、
機
械

電
気
の
工
場
用
水
も
必
要
と
な
り
、
他
方
飲
料
水
も
人
口
増
加
に
伴

っ
て
増
量
し

た
。
ま
た
共
同
浴
場
、
プ
ー
ル
等
の
用
水
も
加
わ
っ
て
、
給
水
総
量
は
炭
砿
の
発

展
に
比
例
し
て
漸
増
し
て
い
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
増
量
推
移
の
も
と
で
、
水
源
は
次
第
に
附
近

の
小
川
や
溜
池
な
ど

か
ら
の
取
水
で
は
不
足
し
、
勢

い
河
川
に
向

っ
て
之
を
求
め
る
よ
う
に
な

っ
て
、

水
源
地
の
施
設
も
亦
逐
次
拡
大
さ
れ
て
い

っ
た
。

一
方
で
は
水
道
に
関
す
る
法
規

の
改
正
も
あ

っ
た
。
即
ち
、
昭
和
三
十
二
年
六

月
十
五
日
付
法
律
第

一
七
七
号
に
よ
り
県
条
例
か
ら
水
道
法
に
改
め
ら
れ
、
三
十

五
年
、
三
十
七
年

一
部
改
正
が
あ
り
、
炭
砿
従
来
の
簡
単
水
道
は
新
法
に
よ
る
専

用
水
道
と
し
て
の
規
制
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
改
め
て
許
可
申
請
を
要
す
る
こ

と
に
な

っ
た
。

ま
た
鉱
害
地
区
に
給
水
す
る
鉱
害
水
道
の
設
置
も
起
り
、
新
法
に
よ
る
申
請
に

地
元
水
利
権
者
側
の
同
意
書
が
必
要
と
な

っ
た
た
め
、
地
元
と
の
関
係
は
慣
行
水

利
権
と
補
償
問
題
を
巡

っ
て
更
に
微
妙
複
雑
な
も
の
に
な

っ
た
。

さ
て
河
川
か
ら
の
引
水
に
つ
い
て
、
地
元
と
の
約
定
記
録
は
、
明
治
年
間
の
も

の
が
当
地
方
に
見
当
ら
ず
、
大
正
年
間
以
降

の
も
の
が
あ
る
の
で
、
そ
の
契
約
内

容
か
ら
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

例

一

契
約
当
事
者

帝
国
炭
業
㈱
中
山
田
鉱
業
所
長

小

池

四

郎
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下
山
田
区
総
代
区
長

松

岡

長

六

契
約
日
附

大
正
十
二
年
二
月
八
日

契
約
目
的

飲
料
水
及
び
雑
用
水
を
山
田
川
中
井
堰
表
よ
り
河
水
引
水

契

約

書

帝
国
炭
業
株
式
會
社
中
山
田
鑛
業
所
ト
下
山
田
匿
ト
ノ
間

二
中
山
田
鑛
業
所
ガ

飲
料
水
及
雑
用
水
ノ
為
メ
下
山
田
地
内
字
才
田
山
田
川
中
井
堰
表

ヨ
リ
河
水
引

水

二
付
左
ノ
通
契
約
ス

第
壱
條

引
水
場
所

ハ
中
井
堰
表
ト
シ
全
井
堰
表
区
域
内

(上
井
堰

ヨ
リ
中
井

堰
間
)

ヨ
リ
他

二
変
更
セ
シ
場
合

ハ
本
契
約

ハ
無
効
ト
ス

第
弐
條

引
水
設
備
方
法

ハ
中
山
田
鑛
業
所
ヨ
リ
嘉
穂
郡
長
川
島
渕
助
宛
出
願

セ
シ
堤
防
占
用
出
願
書
附
属
設

計
図
面
通
リ
充
分

二
施
行
ス
ル
モ
ノ

ト
ス

但

シ
前
記
設
備

二
要
ス
ル
費
用

ハ
中
山
田
鑛
業
所

ノ
負
担
ト
ス

第
参
條

中
山
田
鑛
業
所

ハ
全
鑛
業
所
経

営
ノ
下
山
田
字

ハ
ジ
ノ
木
坑
口
及
全

ハ
ジ
ノ
木
谷
ヨ
リ
排
泄

ス
ル
水

ヲ
全
鑛
業
所
費
用
ヲ
以
テ
設
備
ヲ
ナ

シ
引
水
場
附
近

(
中
井
堰
表
ナ
ル
事
)

二
送
戻
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
四
條

中
井
堰
表

二
送
戻
ス
ル
第
参
條

排
水
量
ガ
引
水
量
ヨ
リ
減
少
し
乏
レ

ガ
為
メ
中
井
堰
表
ヨ
リ
灌
漑

水

ノ
給
供
ヲ
受
タ
ル
田
地
ノ
耕
作

二
損

害
ヲ
生
セ
シ
メ
シ
場
合

ハ
中
山

田
鑛
業
所

ハ
其
損
害
ヲ
弁
償
ス
ル
モ

ノ
ト
ス

第
五
條

後
日
前
記
排
水
ガ
水
質

二
異
状

ヲ
来
タ
シ
灌
漑
水

二
適
セ
ザ
ル
場
合

ハ
其
為
メ
二
生
ス
ル
損
害

ハ
中
山
田
鑛
業
所

ヨ
リ
弁
償
ス
ル
モ
ノ
ト

ス

右
契
約

ノ
証
ト
シ
テ
本
証
書
弐
通
ヲ
作
成

シ
各
壱

通
ヲ
保
有
ス

大
正
拾
弐
年
弐
月
八
日

帝
国
炭
業
株
式
會
社
中
山
田
鑛
業
所

所
長

小

池

四

郎
　

熊
田
村
大
字
下
山
田
匿
民
総
代

区
長

松

岡

長

六

圃

例

二

契
約
当
事
者

野
上
鉱
業
㈱
山
田
炭
砿

下
山
田
区
長

稲
築
村
平
区
長

契
約
日
附

昭
和
三
年
七
月
十
四
日

契
約
目
的

山
田
炭
砿
の
飲
料
水
お
よ
び
雑
用
水
と
し
て
下
山
田
地
内
小
石
丸
井

堰
表
よ
り
引
水

契

約

書

野
上
鉱
業
合
資
会
社
山
田
炭
坑
ト
嘉
穂
郡
稲
築
村
大
字
平
区
及
下
山
田
区
ト
ノ

間

二
山
田
炭
坑
ガ
飲
料
水
及
雑
用
水

ノ
為

メ
下
山
田
地
内
小
石
丸
井
堰
表

ヨ
リ

河
水
引
用

二
付
左

ノ
通
リ
契
約
ス
。

第

一
条

引
水
場
所

ハ
小
石
丸
井
堰
区
域
内

(中
井
堰

ヨ
リ
小
石
丸
井
堰
間
)

ト
ス
。

但
シ
改
修
工
事

ノ
為
メ
河
川
ノ
位
置
変
更
シ
タ
ル
場
合
ト
錐
モ
本
契

約

二
準
嫁
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

第

二
条

引
水
設
備
方
法

ハ
山
田
炭
坑

ヨ
リ
福
岡
県
知
事
宛
出
願
セ
シ
堤
防
占

用
願
付
属
設
計
図
面
之
通
リ
施
行
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

但
シ
其
他

ノ
設
備
費

ハ
山
田
炭
坑
ノ
負
担
ト
ス
。

第
三
条

山
田
炭
坑
経
営
ノ
下
山
田
吉
庵
谷

ヨ
リ
排
泄
ス
ル
水
ヲ
全
部
同
炭
坑

ノ
費
用
ヲ
以
テ
設
備
ヲ
ナ
シ
引
水
場
付
近

(小
石
丸
井
堰
表
)

二
送

第
四
条

戻
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

小
石
丸
井
堰
表

二
送
戻
ス
ル
第
三
条
ノ
排
水
量
ガ
引
水
量

ヨ
リ
減
少

シ
之
力
為
メ
灌
漑
水

ノ
供
給
ヲ
受
ク
ル
田
地
ノ
耕
作

二
損
害

ヲ
生
ジ

タ
ル
場
合

ハ
山
田
炭
坑

ハ
其
損
害

ヲ
辮
償
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。
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第
五
条

用
水
供
給

二
付
山
田
炭
坑

ハ
関
係
者
ト
交
渉

ノ
為
メ
要
ス
ル
会
議
費

用

ハ
山
田
炭
坑

ノ
負
担
ト
ス
。

但

シ
会
合
ノ
要
旨

ハ
関
係
者

ヨ
リ
其
都
度
豫

メ
山
田
炭
坑

二
通
知
ス

ル
モ
ノ
ト
ス
。

第
六
条

右
排
水
ガ
水
質

二
異
状

ヲ
来
タ
シ
灌
灘
水

二
適
セ
サ
ル
場
合

ハ
之
力

為

メ
ニ
生
ズ

ル
損
害

ハ
山
田
炭
坑

ノ
負
担

二
属
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

右
契
約
書
二
通
ヲ
作
製

シ
各

一
通
宛
保
存

ス
。

昭
和
参
年
七
月
拾
四
日

嘉
穂
郡
山
田
町
大
字
下
山
田

野
上
鉱
業
合
資
会
社
山
田
炭
坑

鉱
業
権
者

野

上

辰
之
助
　

下
山
田
区
長

松

岡

重
太
郎

平

区

長

松

本

宅

次

外

二
十

一
名

立
会
人

稲
築
村
長

福

沢

・国

八

山
田
町
長

岩

崎

高

蔵

立

会

人

松

岡

嘉

郎

覚

書

昭
和
参
年
七
月
拾
四
日
附
弊
社
吸
水

二
付
貴
区
関
係
者
ガ
卒
先

シ
テ
契
約
促
進

ノ
便
宜
ヲ
与

ヘ
ラ
レ
シ
ニ
関
連
シ
他

ヨ
リ
異
議
ヲ
申
立
ル
カ
或

ハ
其
ノ
為
メ
将

来
不
穏
ノ
行
動
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
ア
ル
場
合

ハ
山
田
炭
坑

ハ
其
衝

二
当
リ
解
決
ス
ル

ノ
義
務
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

依
テ
為
後
日
覚
書
差
出
置
候
也

昭
和
参
年
七
月
拾

四
日野

上
鉱
業
合
資
会
社
山
田
炭
坑

鉱
業
権
者

野

上

辰
之
助
　

下
山
田
区
小
石
丸
井
堰
関
係
者
御
中

(参
考
)

井
堰
の
位
置
略
図

例

一
、
例
二
に

つ
い
て

ー
、
引
水
位
置
が
略
同
じ
地
域
内
に
あ
り
、
関
係
区
も
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
契
約

内
容
は
大
同
小
異
で
あ
る
が
、
例
二
に
は
下
流
の
平
区
が
加
わ

っ
て
い
る
こ
と

と
、
附
属
覚
書
が
あ
る
こ
と
が
例

一
と
異

っ
て
い
る
。

2
、
共
通
し
た
特
徴
は
、
河
川
か
ら
水
を
と
る
代
り
に
、
炭
坑
は
そ
こ
か
ら
出
る

排
水
を
河
川

へ
放
流
し
て
、
灌
漑

用
水
の
不
足
を
補
う
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

つ
ま
り
廃
水
の
還
元
を
謳
い
そ
れ
が
引
水
量
よ
り
少
な
く

て
、
そ
の
た
め
に
田

地
の
耕
作
に
損
害
を
生
じ
た
場
合
は
、
そ
の
損
害
を
補
償
す
る
こ
と
に
な

っ
て

い
て
、
地
元
の
灌
漑

水
確
保
に
関
心
の
強

い
こ
と
が
覗
え
る
。
然
し
そ
の
よ
う

な
補
償
が
実
際
に
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
地
元
古
老
は
そ
の
例
は
な
か

っ
た
と
語

っ
た
。

3
、
例

二
の
覚
書
は
、
下
流
の
平
区

(現
在
稲
築
町
)
か
ら
渇
水
期
に
苦
情
の
出

る
よ
う
な
場
合
、
区
間
の
直
接
紛
争
を
避
け
よ
う
と
す
る
配
慮
か
ら
出
た
も
の

で
あ
ろ
う
。

4
、
水
田
灌
漑

期
中
の
水
不
足
に
、
炭
坑
の
坑
内
水
を
放
流
し
て
補
給
し
よ
う
と

す
る
謂
わ
ば
相
互
協
力
的
事
情
は
他
の
地
方
で
も
見
ら
れ
た
。
そ
れ
は
地
元
感

情
緩
和
の
意
味
も
あ
っ
て
、
炭
坑
側
は
殆
ん
ど
区
民
の
要
望
に
応
え
て
い
た
。
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そ
の
古
い
事
例
が
あ
る
。

大
正
三
年

(
月
日
不
詳
)
に
飯
塚
炭
砿
の
前
身
穂
波
炭
坑
の
鉱
区

(福
採
登

第
三
五
八
号
石
炭
鉱
区
)
の
経
営
に
、
中
島
徳
松
、
貞
島
久
三
両
氏
が
着
手
し

た
頃
、
地
元
穂
波
村
大
字
平
恒
区
と
の
契
約
中
に
次
の
よ
う
な
条
項
が
あ
る
。

第
五
条

甲
者
は
旱
越
の
た
め
平
恒
字
鳥
越
及
び

一
畝
田
、
本
谷
等
の
溜
池
よ
り

灌
漑

す
る
用
水
に
不
足
を
生
ず
る
場
合

は
、
各
坑
所
は
直
ち
に
そ
の
坑
内
よ
り

排
水
を
な
し

(飯
塚
炭
坑
は
字
鳥
越
運

炭
道
路
、
浦
田
通
路
踏
切

の
場
所
ま
で
、

源
地
炭
坑
は
山
野
越
道
路
字
源
知
峠
ま

で
)
配
給
す
る
も
の
と
す
。

戦
後
に
於

い
て
も
旱
越
時
に
河
川
の
流

水
が
姑
渇
し
、
植
付
け
が
で
き
な
い
と

い
う
の
で
、
日
頃
放
流
に
烈
し
く
反
対
し
て
い
た
水
洗
炭
水
で
も
、
す
ぐ
に
で
も

河
川

へ
放
流
し
て
く
れ
と
懇
請
す
る
な
ど

の
こ
と
も
あ

っ
た
。

何
と
し
て
も
我
国
の
水
稲
耕
作
で
水

は
欠
か
せ
な
い
も
の
だ
け
に
、
農
家
の
水

に
対
す
る
関
心
は
極
め
て
強

い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
旱
越
に
な
る
と
耕
作

者
側
は
水
に
頗
る
敏
感
に
な

っ
て
、
勢

い
上
下
流
の
耕
作
者
間
の
ト
ラ
ブ
ル
所
謂

水
喧
嘩
が
起
る
こ
と
も
あ

っ
た
。
ま
た
炭
砿

の
専
用
水
道
の
揚
水
量
の
規
制
や
苦

情
の
申
入
れ
も
多
か

っ
た
。

-

、

山
間
部

の
流
水
を
水
源
と
し
た
溜
池
か
ら
取
水
し
て
い
た
例
、

2
、
伏
流
水
を
取
水
し
た
例

卜17一

三
、
取
水
の
状
況

河

川

か

ら

水

を

と

る

と

い

っ
て
も

、

そ

の
水

源

地

の
実

態

に

は

色

い

ろ
あ

っ
た

。

3

、

河
川
井
堰
上

の
河
底
か
ら
取
水
し
た
例



こ
の
方
式
で
は
井
堰
上
に
上
流
か
ら
の
流
砂
土
が
堆
積
し
て
集
水
埋
渠
に
土
砂

が
詰
ま
る
こ
と
が
多
く
、
あ
る
期
間
毎
に
之
を
取
除
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
緩

速
炉
過
池
を
交
互
に
乾
水
し
て
底
に
敷

い
た
川
砂
を
洗
い
日
光
に
干
し
、
更
に
原

形
に
砂
を
敷
く
作
業
、
ま
た
滅
菌
器
に
塩

素
な
ど
を
常
備
し
て
お
く
こ
と
や
不
純

物
の
混
流
を
防
ぐ
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
水
質
検
査
は
い
ず
れ
の
場
合
も

必
要
で
あ
る
こ
と
勿
論
。

四
、
送
水
に
伴
う
地
上
権
及
び
被
害
補
償

ポ
ン
プ
座
か
ら
送
水
管
に
よ
っ
て
山

元
の
貯
水
池
に
送
り
、
そ
こ
か
ら
配
水
管

に
よ
り
各
地
区

へ
給
水
し
て
い
た
が
、
送
水
の
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
に
は
送
水
管
敷
(一

部
分
埋
設
)
や
ポ
ン
プ
座

へ
の
送
電
線

の
電
柱
敷
に

つ
い
て
、
土
地
所
有
者
と
の

間
に
地
上
権
設
定
が
必
要
に
な
り
、
ま

た
国
道
県
道
な
ど
を
横
断
す
る
箇
所
に
つ

い
て
は
道
路
占
用
の
許
可
申
請
も
要
し
た
。

次
に
送
水
管
か
ら
の
漏
水
に
よ
る
作
物
そ
の
他
の
被
害
補
償
や
送
電
線
に
接
触

す
る
竹
木
の
伐
採
に
よ
る
補
償
も
可
成

り
あ

っ
た
。
特
に
果
樹

(主
に
柿
)
の
枝

を
伐
採
す
る
場
合
に
は
、
時
季
外
れ
で
も
果
実
減
に
対
す
る
補
償
要
求
も
あ

っ
た
。

電
力
会
社
で
は
恐
ら
く
下
請
負
者
の
行
為
で
あ
ろ
う
が
、
勝
手
に
樹
木

の
枝
を

伐
採
し
、
無
断
で
電
柱
を
建

て
た
り
、
屋
敷
の
上
を
架
線
し
た
り
し
て
い
た
例
が

あ

っ
た
が
、
民
間
企
業
の
炭
砿
の
場
合

は
所
有
者
に
三
拝
九
拝
し
て
補
償
を
払

っ

た
上
で
漸
く
伐
採
を
行

っ
た
も

の
で
あ

る
。

次
に
送
水
管
か
ら
の
盗
水
が
多
か

っ
た
。
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
が
野
山
を
越
え
山
間

部
を
通

っ
て
い
る
と
、
目
の
届
か
な
い
こ
と
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
水
に
限
ら
ず
炭

砿
の
も
の
な
ら
黙

っ
て
取

っ
て
も
よ
い
と
思
い
込
ん
だ
人
が
多
く
、
こ
の
悪
慣
習

は
ど
の
地
方
に
も
見
ら
れ
極
め
て
根
強

い
も
の
が
あ

っ
た
。

五
、
給
水
状
況

水
源
地
か
ら
炭
砿
の
貯
水
槽
に
送
水
さ
れ
た
水
を
、
坑
所
内
各
所
に
給
水
す
る

わ
け
で
あ
る
が
、
貯
水
槽
は
先
ず
高
所
に
中
央
水
槽
を
設
け
、
そ
の
外
何
箇
所
か

の
貯
水
槽
を
パ
イ
プ
で
結
ん
だ
サ
イ
ホ
ン
式
自
然
流
下
に
よ
る
の
が
普
通
で
あ

っ

た
。水

源
地
か
ら
中
央
貯
水
槽
ま
で
の
送
水
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
古

い
資
料
だ

が

一
例
を
掲
げ
よ
う
。

別
表
に
よ
る

一
日

一
人
当
二
四
〇
6
に
つ
い
て
み
る
と
、
地
元
山
田
市
当
初
上

水
道
設
備
計
画
で
は

一
二
〇
4
と
し
て
い
た
。
こ
れ
を
み
る
と
炭
坑
住
民
は
甚
し

い
贅
沢
と

い
え
よ
う
が
、
炭
坑
内

の
給
水
管
の
漏
水
が
甚
し
か
っ
た
か
ら
、
実
際

に
は
そ
ん
な
量
で
は
な
か

っ
た
筈
で
あ
る
。
た
だ
社
宅

へ
の
給
水
が
福
利
厚
生
の

一
つ
で
あ

っ
た
し
、
水
道
料
が
無
料
と
い
う
こ
と
も
あ

っ
て
か
ル
ー
ズ
な
と
こ
ろ

は
確
か
に
あ

っ
た
。

昭
和
四
十
年
七
月

一
日

「政
府
の
窓
」

(
水
資
源
開
発

の
現
状
と
条
件
)
に
家

事
用
水
量

は
年
間
平
均

一
人

一
日
当
四
三

一
4
と
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
自
動
車

洗
八
五
4
冷
房
用

一
四
三
4
を
除
く
と
二
〇
六
4
に
な
り
、
こ
れ
に
比
し
て
も
使

用
は
多
量
で
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
。

余
談
に
な
る
が
、
閉
山
後
都
会

へ
転
職
し
た
も
の
が
、
家
賃
や
水
道
料
を
徴
収

さ
れ
る
の
に
驚

い
た
と
い
う
話
を
聞
い
た
が
、
炭
坑
で
は
昔
か
ら
水
道
料
金
は
別

に
徴
収
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
永
い
歳
月
の
う
ち
に

「
水
は
タ
ダ
」
と
い
う
観

念
が
泌
み
込
ん
で
し
ま

っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

六
、
水
利
慣
行
と
補
償
問
題

現
在
存
す
る
水
利
慣
行
の
大
部
分
は
江
戸
期
若
し
く
は
中
世
末
に
成
立
し
た
も

の
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
時
代
の
変
遷

に
も
か
か
わ
ら
ず
今
尚
生
き
て
い
る
こ
と

は
全
く
驚
く
べ
き
事
態
と
い
え
る
。

そ
の
原
因
は
日
本
農
業
が
水
田
と
い
う
特
性
と
関
連
せ
し
め
て
説
明
さ
れ
て
き
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(別 表)

S.42年1～12月 間一 ヵ月 平均 実績

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

電 力 料

毎 年 補 償

管 理 人 手 当

送 水 管 維 持 費

ポ ン プ 維 持 費

塩 素 外 消 耗 品

固 定 資 産 税

水 質 検 査 料

細 密 検 査

補 償 雑 費

渉 外 費

合 計

292,000円

40,000

25,000

10,000

10,000

10,000

365

500

120

5,000

8,500

401,485

6円/㎜48,670㎜ 揚水 量57.100T

米 価石 当17,441円 ×27.5(石)×1/12

緩速 炉 過池 砂 洗、1池 壱 万 円 ×3を 含 む

月1回 保健所

日1回 〃

洩水、樹木伐採等

揚水 量 トン 当7.03円

この外 に、電気ガス税、番人小屋戸数割、道路占用料、県の取水料、施設機器建物 の償却費がある

が、省略した。

これは水源地か ら中央貯水槽ま での費用の概算である。

揚水量 と給水量 とは大分差 があ り、殊 に長距離送水の場合その有数給水量は60%程 度 にな るとい

う専門家の意見であ ったか ら、 その比率で換算す ると給水1ト ン当 りは12円 程 度 とい うことになる。

中央貯水槽か ら坑所内各所への給水量の概算(各 所へ のメーターがないので正確な数字が出ない。)

を とると、

S.41年 月平均 総給水量21,000ト ン(送 算揚水量35,000ト ン)

この内訳

炭 坑 住 宅 給 水

共 同 浴 場

捲 揚 機

風 機(3台)

選 炭 機

変 電 所

土 揚

そ の 他

合 計

42.2%

16.1

5.3

22.3

2.9

4.7

1ユ

4.7

100.0

炭坑住宅給水量は、8,865ト ン程度、当時居住人 口1,200人 とみて、1日1人 当240eに な る。

なお、水源地か らの送水費、坑所内の給水費等 を合せた総額の生産原価に占める割 合は出ていない

(電 力費 と同じ く夫 々の項 目の中に分類包含 されている)。
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た
よ
う
で
あ
る
が
、
封
建
時
代
に
藩
の
大
小
も
米

の
石
高
で
表
示
さ
れ
た
時
に
成

立
し
幾
百
年
を
経

て
尚
そ
の
ま
ま
伝
統
的
特
権
と
し
て
関
係
部
落
並
び
に
個
人
の

間
に
保
有
し
続
け
ら
れ
て
い
る
灌
漑

水
利
権
は
、
既
得
権
と
し
て
如
何
な
る
理
由

が
あ
ろ
う
と
継
続
さ
れ
て
い
る
。

戦
後
の
農
地
改
革
に
よ
る
耕
地
所
有
の
解
放
は
、

一
応
効
果
的
に
行
わ
れ
た
と

見
ら
れ
る
が
、
耕

地

(水
田
)
と
不
可
分

の
関
係
に
あ
る
灌
漑

水
そ
の
も
の
に
つ

い
て
は
何
ら
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
な

い
よ
う
で
あ
る
。

炭
砿
の
専
用
水
道
に
つ
い
て
み
る
と
、
炭
砿
が
開
発
さ
れ
た
時
代
か
ら
可
成
り

年
月
が
経

っ
て
も
多
く
の
町
村
で
は
上
水
道
の
施
設
は
な
か

っ
た
し
、
炭
砿
は
飲

用
水
の
外
に
多
量

の
鉱
業
用
水
を
必
要
と
し
た
の
で
、
必
然
的
に
独
自
の
水
道
設

備
を
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
に
は
河
川
管
理
者
の
許
可
を
必
要
と
す
る
が
、
そ
れ
に
先
立
ち
取
水
井
堰

関
係
者
即
ち
灌
漑

水
利
権
者
の
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
交
渉
は
極
め

て
複
雑
で
あ

っ
た
こ
と
が
、
そ
の
関
係
契
約
等
か
ら
窺

い
知
ら
れ
る
。

あ
る
炭
砿

で
専
用
水
道
を
新
設
し
た
と
き
の
水
利
関
係
者
と
の
交
渉
経
過
で
、

水
利
関
係
者
側
の
主
張
に
は
揚
水
の
代
償
と
水
道
設
備
に
因
る
被
害
の
補
償
と
い

う
二
つ
が
出
て
い
る
。

揚
水
の
代
償
と
い
っ
て
も
揚
水
量
と
の
関
係
は
論
議
さ
れ
て
い
な
い
し
、
水
量

に
応
じ
て
の
対
価
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
単
に
井
堰
上
の
流
水
乃
至
伏
流
水
を
揚

水
す
る
利
便
供
与
の
代
償
と
で
も
解
す
べ
き
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
水
道
設
備
に
よ
る
被
害
の
補
償
は
、
揚
水
に
よ

っ
て
灌
慨
用
水
が
不
足
し

て
生
ず
る
実
被
害

の
補
償
と
は
解
し
難

い
。
そ
れ
は
別
に

「特

に
生
じ
た
特
殊
被

害
に
対
し
適
正
な
処
置
を
講
ず
る
」
と
い
う
こ
と
が
水
道
設
置
者
に
義
務
づ
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
い
う

「
水
道
設
備
に
よ
る
被
害

の
補
償
」
と
は
上

水
道
設
備
に
よ

っ
て
揚
水
す
る
以
上
灌
漑

に
何
ら
か
の
影
響
は
あ
る
筈
、
設
備
が

な
け
れ
ば
何

の
不
安
も
な
い
と
い
う
考
え
か
ら
出
た
よ
う
に
思
わ
れ
、
現
地
で
の

接
衡
で
受
け
た
印
象
も
そ
の
よ
う
な
観
念
的
な
も
の
に
感
じ
た
。

前
述
の
よ
う
な
水
利
関
係
者
側
の
主
張
も
あ

っ
て
、
当
初

の
補
償
状
況
は
揚
水

料
と
見
舞
金
と
い
う
名
目
で
そ
れ
ぞ
れ
現
金
支
払
い
、
そ
の
額
は
年
毎
に
増
額
さ

れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
昭
和

二
十
四
年
分
か
ら
年
年

の
支
給
金
を

一
本
と
し
て
、

ご

十
三
年
度
の
政
府
買
上
米
価
石
当
三
六
○
○
円

(
平
均
価
格
)
で
補
償
石
数
に

換
算
し
、
毎
年
そ
の
年
の
米
価
に
補
償
石
数
を
乗
じ
た
額
に
す
る
米
価

ス
ラ
イ
ド

制
に
改
め
ら
れ
た
。

こ
の
外
、
河
川
法
の

「
流
水
占
用
料
等
の
徴
収
」
規
定
に
よ
り
、
流
水
占
用
料

を
徴
収
さ
れ
た
。
そ
の
実
績
は
上
山
田
炭
砿
の
場
合
次
の
通
り
で
あ
る
。

水

利

占
用
料

昭
和
四

一
年
度
二
三
二
〇
五
円

三
〇

一
五
円

〃

四
二
年
度
二
三
二
〇
五
円

三
〇

一
五
円

〃

四
三
年
度
二
七
三
〇
〇
円

三
〇
四
〇
円

尚

「
特
に
生
じ
た
特
殊
被
害
」
と
い
う
の
は
甚
だ
抽
象
的
で
も
あ
り
、
補
償
実

績
は
見
当
ら
な

い
。

上
山
田
炭
砿
が
水
源
と
し
た
大
隈
町
中
益
地
域
嘉
麻
川
引
水
に
つ
い
て
、
水
田

面
積
や
水
量
な
ど
を
基
礎
と
し
た
も
の
で
な
く
、
政
治
的
に
補
償
額
が
決
着
さ
れ

た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
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